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衆

議

院
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の
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に
関
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、
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答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
奥
野
総
一
郎
君
提
出
障
害
基
礎
年
金
の
障
害
認
定
の
地
域
差
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
指
導
」
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
に
係
る
障
害
の
程
度
の
認
定
に
つ
い
て
、
障
害
の
種

類
ご
と
に
認
定
の
基
準
及
び
認
定
要
領
等
を
定
め
た
「
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
認
定
基
準
」
（
昭
和
六
十
一
年
三

月
三
十
一
日
付
け
庁
保
発
第
十
五
号
社
会
保
険
庁
年
金
保
険
部
長
通
知
別
添
。
以
下
「
認
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
、
日
本
年
金
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
本
部
か
ら
各
都
道
府
県
事
務
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て

「
日
本
年
金
機
構
設
立
に
伴
う
既
存
通
知
等
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日
付
け
経
企
指
№
二

〇
一
〇－

一
二
・
品
管
指
№
二
〇
一
〇－
五
指
示
・
依
頼
）
に
よ
り
周
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
認
定
基
準
を

改
正
し
た
際
に
は
、
機
構
の
本
部
か
ら
「
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
認
定
基
準
の
一
部
改
正
」
（
平
成
二
十
二
年
十

月
十
五
日
付
け
給
付
指
二
〇
一
〇－

一
九
七
指
示
・
依
頼
）
、
「
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
認
定
基
準
の
一
部
改
正
」

（
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
付
け
給
付
指
二
〇
一
一－

一
九
五
指
示
・
依
頼
）
、
「
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
認
定

基
準
の
一
部
改
正
」
（
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
日
付
け
給
付
指
二
〇
一
二－

一
二
六
指
示
・
依
頼
）
、
「
国
民
年
金
・
厚

生
年
金
保
険
障
害
認
定
基
準
の
一
部
改
正
」
（
平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
付
け
給
付
指
二
〇
一
三－

五
六
指
示
・
依
頼
）
及

一



び
「
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
障
害
認
定
基
準
の
一
部
改
正
」
（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日
付
け
給
付
指
二
〇
一
四

－
二
九
指
示
・
依
頼
）
を
発
出
す
る
と
と
も
に
、
障
害
認
定
事
務
担
当
職
員
事
務
打
合
せ
会
を
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
六

日
、
平
成
二
十
三
年
六
月
一
日
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
、
平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日
及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
七
日

に
開
催
し
、
改
正
の
内
容
等
を
各
都
道
府
県
事
務
セ
ン
タ
ー
に
伝
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
地
域
差
の
発
生
し
た
原
因
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
個
々
の
認
定

に
つ
い
て
は
、
専
門
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
障
害
認
定
診
査
医
員
（
以
下
「
認
定
医
」
と
い
う
。
）
が
行
っ
て
お
り
、
そ
の

際
に
用
い
る
目
安
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
差
異
が
あ
る
こ
と
が
認
定
の
傾
向
に
地
域
差
が
生
じ
た
要
因
の
一
つ
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
が
、
精
神
障
害
及
び
知
的
障
害
に
つ
い
て
は
、
診
断
書
に
記
載
さ
れ
た
「
日
常
生
活
能
力
の
程
度
」
の
み
で

は
な
く
、
具
体
的
な
症
状
、
治
療
の
経
過
、
日
常
生
活
状
況
等
を
総
合
的
に
評
価
し
て
認
定
し
て
い
る
た
め
、
診
断
書
に
記

載
さ
れ
た
「
日
常
生
活
能
力
の
程
度
」
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
認
定
結
果
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

認
定
基
準
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
法
の
下
の
平
等
に
反
し
な
い
と
考
え
て

二



い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

精
神
・
知
的
障
害
に
係
る
障
害
年
金
の
認
定
の
地
域
差
に
関
す
る
専
門
家
検
討
会
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
精
神
障
害
及
び
知
的
障
害
の
等
級
判
定
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
る
客
観
的
な
指
標
、
就
労
状
況
の
評
価
の
在
り
方
等

に
つ
い
て
検
討
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

認
定
基
準
に
基
づ
く
障
害
の
程
度
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
診
断
書
の
記
載
項
目
で
あ
る
「
日
常
生
活
能
力
の
程
度
」
を
目

安
の
一
つ
と
し
つ
つ
、
認
定
医
が
具
体
的
な
症
状
、
日
常
生
活
状
況
、
就
労
状
況
等
を
総
合
的
、
専
門
的
に
評
価
し
て
適
正

に
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
過
去
に
行
っ
た
障
害
の
程
度
の
認
定
に
つ
い
て
、
再
度
認
定
審
査
を
行
う
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
個
々
の
報
道
に
つ
い
て
答
弁
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

三



検
討
会
に
お
い
て
は
、
障
害
者
団
体
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
実
施
し
な
が
ら
、
精
神
障
害
及
び
知
的
障
害
の
等
級
判
定
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
る
客
観
的
な
指
標
、
就
労
状
況
の
評
価
の
在
り
方
等
を
適
切
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。
な
お
、
「
内
的
障
害
者
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
知
的
障
害
等
の
障
害
の
程
度
を
認
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
認
定
基
準
に
定
め
て
い
る
と
お
り
、
「
労
働
に

従
事
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
日
常
生
活
能
力
が
向
上
し
た
も
の
と
捉
え
ず
、
そ
の
療
養
状
況
を
考
慮
す
る
と
と

も
に
、
仕
事
の
種
類
、
内
容
、
就
労
状
況
、
仕
事
場
で
受
け
て
い
る
援
助
の
内
容
、
他
の
従
業
員
と
の
意
思
疎
通
の
状
況
等

を
十
分
確
認
し
た
う
え
で
日
常
生
活
能
力
を
判
断
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

機
構
が
行
っ
た
「
障
害
基
礎
年
金
の
障
害
認
定
の
地
域
差
に
関
す
る
調
査
」
は
、
一
定
期
間
を
通
じ
た
都
道
府
県
ご
と
の

障
害
基
礎
年
金
の
不
支
給
割
合
（
障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て
新
規
に
申
請
を
受
け
て
決
定
を
行
っ
た
事
例
の
う
ち
、
機
構
の

都
道
府
県
事
務
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
不
支
給
と
決
定
さ
れ
た
件
数
の
割
合
を
い
う
。
）
を
把
握
す
る
た
め
に
、
平
成
二
十
二

年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
三
年
間
に
つ
い
て
の
割
合
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
機
構
の
調
査
は
「
意
図
的
に

四



支
給
抑
制
を
隠
ぺ
い
し
て
い
る
」
と
の
疑
念
も
持
た
ざ
る
を
得
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
年
ご
と
の
デ
ー
タ
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
十
九
日
に
開
催
し
た
第
一
回
検
討
会
に
お

い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
デ
ー
タ
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
・
国
民
年
金
事
業
年
報
に
基
づ
き
、
障
害
年
金
の
総
額
（
決
定
さ
れ
た
年
金
額
を
い
う
。
）
を
①
厚
生
年

金
保
険
及
び
②
国
民
年
金
に
つ
い
て
直
近
三
年
間
の
年
度
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
度

①
三
千
二
億
円

②
一
兆
五
千
四
百
四
十
九
億
円

平
成
二
十
四
年
度

①
二
千
九
百
九
十
六
億
円

②
一
兆
五
千
六
百
三
十
億
円

平
成
二
十
五
年
度

①
二
千
九
百
七
十
六
億
円

②
一
兆
五
千
六
百
八
十
六
億
円

ま
た
、
同
様
に
お
尋
ね
の
受
給
者
数
を
直
近
三
年
間
の
年
度
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
度

①
三
十
八
万
四
千
人

②
百
七
十
四
万
四
千
人

平
成
二
十
四
年
度

①
三
十
九
万
人

②
百
七
十
七
万
三
千
人

平
成
二
十
五
年
度

①
三
十
九
万
七
千
人

②
百
八
十
万
人

五



三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
認
定
医
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
機
構
に
お
い
て
、
各
都
道
府
県
医
師
会
や
独
立
行
政
法
人
地
域
医

療
機
能
推
進
機
構
に
対
す
る
協
力
の
依
頼
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中

で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
初
診
日
」
に
つ
い
て
は
、
障
害
年
金
制
度
に
お
い
て
受
給
権
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
社
会
保
険
方
式
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
事
故
の
発
生
時
点
に
お
い
て
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
保
険
事
故

の
発
生
時
点
を
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
、
か
つ
、
そ
の
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
ら
に
起
因
す
る
疾
病
（
以
下
「
傷

病
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
初
め
て
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
療
を
受
け
た
日
で
あ
る
初
診
日
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
初
診
日
時
点
で
の
保
険
料
が
未
納
で
あ
っ
て
も
、
障
害
が
一
定
期
間
続
い
た
時
や
、
障
害
の
程
度
が

一
定
以
上
に
な
っ
た
時
」
に
お
い
て
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
た
場
合
に
受
給
権
が
発
生
す
る
こ
と
と
す
る
と
、
障
害
の
原

因
と
な
っ
た
傷
病
の
発
生
後
に
保
険
料
を
納
付
し
て
受
給
権
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
ら
か
じ
め

保
険
事
故
に
備
え
て
保
険
料
を
納
付
し
て
い
た
者
と
の
間
の
公
平
を
阻
害
し
、
制
度
の
存
立
基
盤
を
危
う
く
す
る
お
そ
れ
が

六



あ
る
た
め
、
適
当
で
は
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。
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